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(訂正)「定款の一部変更等に関するお知らせ並びに臨時株主総会及び普通株主による 

種類株主総会の開催日並びに付議議案決定に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

当社は、平成 20 年 1 月 28 日に開示いたしました「定款の一部変更等に関するお知らせ並

びに臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の開催日並びに付議議案決定に関する

お知らせ」の一部に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

 

記 

 

1. 訂正を要する箇所 

３ページ「(２)変更の内容」の現行定款 7 条・8 条及び変更案 7 条・8 条 

 

2. 訂正の内容 

※ 訂正箇所には波線を付しております。 

【訂正前】 

現 行 定 款 変 更 案 

(単元株式数及び単元未満株券の不発行)

第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株

とする。 

(単元株式数及び単元未満株券の不発行) 

第 7 条 当会社の普通株式の単元株式数

は、100 株とし、A種種類株式については、

1 株とする。 

(株券の発行) 

第 8 条 当会社は、株式に係る株券を発

行する。 

(株券の発行) 

第 8 条 当会社は、すべての種類の株式

に係る株券を発行する。 

  
 

 



【訂正後】 

現 行 定 款 変 更 案 

(単元株式数) 

第 7 条 当会社の単元株式数は、100 株

とする。 

(単元株式数) 

第 7 条 当会社の普通株式の単元株式数

は、100 株とし、A種種類株式については、

1 株とする。 

(株券の発行及び単元未満株券の不発行)

第 8 条 当会社は、株式に係る株券を発

行する。 

(株券の発行及び単元未満株券の不発行) 

第 8 条 当会社は、すべての種類の株式

に係る株券を発行する。 

  
 

以上 


